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弊社で設置をご委託いただいた場合、全戸一斉取付けに際して入居者への

文書投函等の作業もあわせて行います。

未設置の賃貸住宅は
2011年6月1日からは
消防法により設置義務
違反になります。

入居者への安心・安全の為にも早期の設置完了をお勧めいたします。入居者への安心・安全の為にも早期の設置完了をお勧めいたします。

TEL:075-464-0202

「USAGI通信はメールでの送信も可能です。メールでの送信をご希望の方は、

弊社ホームページhttp://3215.co.jp/からメールアドレスをお知らせ下さい。」


